
 

平成２６年度 財政援助団体等監査（２）監査結果措置状況 

≪デザイン・クリエイティブセンター神戸指定管理者≫ 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

⑴ 指摘事項 

① 指定管理協定書に定められた事務を行うべ

きもの 

ア 一部業務の第三者委託について 

センターの指定管理協定書では，事前に本

市の承認を受けた場合には業務の一部に限

り第三者に委託し，又は請け負わせることが

できるとされており，その場合には第三者と

の契約書の写しその他本市が必要と認める

資料を本市に提出しなければならないとさ

れている。 

センターの指定管理業務のうち，次の事例

の業務を第三者に委託，もしくは請け負わせ

ているが，第三者との契約書の写し等が本市

に提出されていなかった。 

指定管理協定書に沿って，契約書の写しを

本市に提出するべきである。 

（事例） 

・運営管理業務（H25.5.1～H25.9.30） 

・運営管理業務（H25.10.1～H25.12.31） 

・運営管理業務（H26.1.1～H26.3.31） 

・建物に係る管理業務 

（H24.8.8～H28.3.31） 

 

 

 

 

 

指摘を受け，平成 27 年 3 月 12 日

に第三者へ委託している業務すべて

の契約書の写しを指定管理者より受

理した。 

今後は，同様のことが生じないよ

う，委託業者と新たな契約，若しく

は契約の変更を行う際は，予め市の

承諾を受け，契約書の写しを提出す

るよう伝えた。 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 

イ 物品管理について 

指定管理協定書の仕様書では，指定管理料

により購入した物品は本市の所有に属すも

のとし，指定管理者は物品の購入及び破棄等

の異動については本市に報告するものとさ

れている。また，指定管理者が管理する物品

については，本市の物品会計規則等関係例規

に基づき管理することとされている。 

平成 25年度中に指定管理料により購入し

た備品について，本市に報告されておらず，

備品管理台帳に記載されていない事例があ

った。 

指定管理者が指定管理料により購入した

物品について本市に報告するよう求めるな

ど適正な事務処理を行うべきである。 

 

 

未報告物品（備品）については，

指定管理者より報告を受け，平成 27

年 3月 13日に備品登録を行った。 

今後，同様のことがないよう指定

管理料により購入した備品は，速や

かに市へ報告するよう指定管理者に

対して求める。 

 

 

 

 

措置済 

1 
 



 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

② 使用許可書を作成・交付するべきもの 

センターの使用者は，条例により指定管理者

から使用の許可を受けなければならないとさ

れている。また，指定管理協定書の使用許可等

に関する基準では，使用許可にあたっての必要

な書類は，指定管理者が本市と協議の上で様式

を作成することとされており，想定される必要

な書類として使用許可書も挙げられている。ま

た，センターのパンフレットでも，ホールやギ

ャラリー等の「ご利用のながれ」として施設利

用許可書を郵送すると記載されている。 

しかし現状では，施設利用（兼予約抽選）申

請書に基づき請求書を発行しているが，使用許

可書の様式は定められておらず，交付もされて

いなかった。 

使用許可書の様式を定め，交付するべきであ

る。 

 

 

指摘を踏まえ，「施設利用許可書」

を作成し，平成 27年 3月 13日より，

利用者（申請者）に対して許可書を

交付するものとした。 

 

 

措置済 

③ 指定管理者との協定書の変更等を行うべき

もの 

平成 25～26年度の本市のセンター改修工事

の一環として，センターの屋上部分に太陽光発

電設備が設置された。指定管理業務を開始した

平成 24年度には，この設備を設置する予定は

なかったため，指定管理者との協定書で定めて

いる施設及び設備の保全業務の対象には含ま

れていない。 

しかし，協定書の変更等は行わず，太陽光発

電設備の管理及び改修工事により新たに運用

開始した部分の管理業務を指定管理者に依頼

するとともに，電力会社からの売電収入につい

て，指定管理者の収入とする運用を行ってい

る。 

協定書の変更を行うなど，適正な事務処理を

行うべきである。 

 

 

 

指摘を受け，改修工事で新たに増

えた管理業務並びに太陽光発電設備

による売電収入の件について，指定

管理者と変更協定の締結（平成 27

年 3月 25日付）を行った。 

 

 

 

 

 

措置済 

⑵ 意見 

① 開館時間及び休館日について 

センターの開館時間及び休館日の現状と条

例施行規則（以下「施行規則」という。）の規

定は，下表のとおりである。 

 

 

 

 

指摘を受け，毎週月曜日の休館日

については，条例施行規則の改正を

行い，開館時間については，他の施

設の開館時間の状況を踏まえて，実

態に沿った条例施行規則の改正を行

 

 

 

 

措置方針 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

 

 開館時間 

現状 

(パンフレッ

トに記載) 

午前 11時～午後 7時 

センター，ギャラリー，控室（午

前 9～11 時，午後 7～9 時もレン

タルスペース，ギャラリー，控室

は利用可能） 

 

午前 9時から午後 9時 

多目的ホール，セミナー・ワー

クショップスペース，楽屋 

休館日 

毎週月曜日（祝日，振替休日の

場合はその翌日）， 

12/29～翌年 1/3 

施行規則 

開館時間 

午前 9時～午後 9時 

セミナー・ワークショップスペ

ース，ギャラリー，多目的ホール，

エントランスホールその他便益

施設（クリエイティブスペース，

駐車場の利用に係る部分を除く） 

 

指定管理者は特に必要がある

ときは時間を変更できる。 

休館日 

12/29～翌年 1/3，指定管理者が

特に必要があると認める日 

  ※上記の他，クリエイティブスペース，駐車場等は

24時間対応。 

 

指定管理者制度は，公の施設の施設管理の効

率化や住民サービスの向上等の観点から管理

権限を指定管理者に大幅に委任するものであ

るが，指定管理者による適正な管理の観点から

必要不可欠である業務運営の基本的事項であ

る開館時間，休館日等については，地方自治法

において管理の基準として条例で定めること

とされている。本市においては，条例に基づき

施行規則で，センターの開館時間及び休館日を

定めている。 

現在，指定管理者の提案に基づきセンター及

う，若しくは，現施行規則に沿った

開館時間とする。 
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監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

びギャラリー等の開館時間を前後 2 時間ずつ

短縮し，毎週月曜日を休館日として設定してい

るが，これは施行規則の指定管理者が「特に必

要がある」と認めるという規定によるものとし

て運用されている。 

現状の運用は，施設の点検等による臨時的な

ものではなく市民のセンターの利用機会を減

少させるものであり，このような場合には施行

規則の指定管理者が「特に必要がある」と認め

るという規定を適用するのではなく，施行規則

の改正等により対応するよう検討されたい。 
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